■条例の解説
前文と第1章目的→第12章最高規範性まで全59条と附則からなっている。

主な内容としては、

1 準特別職を設けたこと。「期限付職員」制度を活用。

公選により選ばれた首長の施策が直ちに実行される体制を行政組織内に整備する！

2 人事の原則として、年功序列型を廃止して、能力主義・業績主義を取り入れた。

従って、給与も年功序列ではなく、実績に基づく、ということ！

努力が報われる。サボれば苦痛が与えられる。

3 懲戒・分限を条例化し、公務員がどのようなことをすれば、どのような処分を受けるのか、を主権者に明らかにした。

行政の内規（要綱なり指針）で決められていたものを、公務員に給与を出している納税者・主権者である国民・市民に懲戒・分限の基準をお示しし、新しい公務員制度に対する信頼を得ることができる制度へ。

1． 努力すれば、もしくは能力を最大限発揮すれば昇任・昇給・公募により準特別職に！サボれば2年で分限へ。遅刻・早退・無断欠勤を繰り返す。暴力を振るって職場の輪を乱す。職務命令にも従わない。など。

2． 同一事由で3回、書面による職務命令があったのにこれに従わない。→分限。

同一事由で5回　組織として整備

3． 組織改廃に基づく分限処分の指針。
整理解雇などと報道されている。←公務員は身分として守られ、職業ではない！というのを逆転した！

(ⅰ)議会の議決なり審議を経ること。

(ⅱ)配置転換の努力。但し、職種転換は安易にはできない。

(ⅲ)退職金の上積み補償。
(ⅳ)再就職支援。
　但し、公務員から公務員へ地位の移動にすぎない場合や、民営化されても職場は確保されるときには要件緩和。

4 天下り全面禁止
・あっせんは人材センターへ一元化。

・これによって外郭団体の整理統合が進む。

・外郭団体を優遇しない結果、税金の無駄遣いがなくなる。

・一旦公務員になれば、墓場まで面倒をみてくれる、という公務員天国をやめる！

5 首長の人事権を補佐し、制限し、適正化するために人事監察制度を導入し、形骸化した人事委員会制度を補充！
■公務員制度の問題点
1． 我が国社会の停滞の要因は、社会の変化、特に国際社会の変化に対応できない社会構造にある。

↑とりわけ、変化を阻む硬直化した公務員制度にある！

　↑行政組織を変える行政改革よりさらに統治機構そのものを変える！

　　↑社会の発展を阻害する統治機構を変える！

　　例）・規制緩和、特区指定

　　　 ・東北大震災の瓦礫処理

　　　 ・福島原発への対応（安全性確保～対応・処理方針に過失）

2． 統治機構

国民の国民による国民の為の公務員制度でなければならない。

↑現実には公務員の公務員による公務員の為の公務員制度になっている。

　それをガードしてきたのが公務員神話。

「政治的中立性」「行政の連続性・継続性」

3． 公務員制度への信頼

公僕であるべき「公」が主役となって権力の中枢に座り、「民」がその決定に隷従しており、国民主権・公務員の選定・罷免権が国民にあることをもう一度思い起こし、本来、憲法が予定された制度を再構築する。

■成立までの経緯

・我々大阪維新の会は、戦後レジームを変え、時代の要請する地方のかたち、議会の権能などの再構築に取り組んできたが、それとともに社会の発展を阻害する公務員制度を変えることに取り組む。
・公務員が自らの利権を手放すような条例を起案することがなかった。これを議員が自ら主権者の為に起案しなければならない義務がある。これまでは、残念ながら地方議員に起案できる人材を確保できなかった！

■メリット

・行政が活発化する。

・民間から見て、当たり前、の組織になる。官・民交流で民の考え方が官にも取り入れられる。

・財源から人件費に配分される額が適正になり、行政サービスなり、経済対策に配分される額が増える。

・民営化により民に競争が生まれ、活性化する。

・役所の統廃合も期待できる。IT化が進む。コンビニで住民票・納税証明・戸籍謄抄本がとれる。

■デメリット

・公務員希望者にとって狭き門。

・東北大震災のように一時的に人員が失われたり、応援要員が必要な時に工夫がいる！

■国と地方の差異

・国家公務員法　年功序列型→実績主義

・地方公務員法　変更無し！条例への委任規定

　　　　　　　　↑地方において規定すべし！
